長崎市中小企業融資制度　提出書類一覧（令和８年４月１日現在）
[image: ]対象資金 
・小企業振興資金　　　　　　　・中小企業連鎖倒産防止資金
・中小企業経営安定資金　　　　・中小企業エコ資金
・中小企業短期資金　　　　　　・中小企業いきいき企業者支援資金
・中小企業災害復旧等支援資金　・中小企業いきいき労働環境整備資金
※中小企業創業資金は裏面の最後に記載しています。

申請先（問合せ先）　
長崎市役所 経済産業部　商業振興課（長崎市魚の町４-１　14階）
電話：０９５－８２９－１１５０
　※「小企業振興資金」、「中小企業経営安定資金」、「中小企業短期資金」は取扱金融機関が申請先です。
取扱金融機関に対し、融資に必要な書類をご確認ください。

各資金に共通する必要書類 
 (
注　意
　提出書類のうち、コピーを提出するものについては、原本確認をいたしますので、必ず原本を一緒にご持参ください。また、
　　
事業計画書等へ記入する金額に関しては、
　
その根拠資料も添えてご提出ください。
)１　各資金の融資申込書
２　営業許可書または営業許可に係る申出書（様式有）
３　直近の決算書または確定申告書
４　市税の完納証明書
５　法人の場合は「現在事項全部証明書」、
個人の場合は「住民票抄本」
６　その他、資金ごとに必要な資料
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「中小企業災害復旧等支援資金」に必要な書類 
１　り災証明書
２　被害内容が把握できる資料
３　設備投資の場合は、その投資に関する見積書や契約書、図面などの書類
※危機関連保証、セーフティネット保証５号認定書がある場合は不要。
「中小企業連鎖倒産防止資金」に必要な書類 
１　取引先の倒産が確認できる資料（破産手続き開始等の通知など）
２　売掛債権額が把握できる資料（不渡りが確定した約束手形、裁判所への債権届など）
「中小企業エコ資金」に必要な書類 
１　設備投資の場合は、その投資に関する見積書や契約書、図面などの書類
２　エコ資金の要件に該当することがわかる資料（パンフレットなど）
３　ＺＥＢに関する設備投資の場合は、第三者認証によりその認定を受けていることが分かる資料
※整備完了後、「中小企業エコ資金整備等完了報告書」及び完了が確認できる書類の提出が必要です。
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「中小企業いきいき企業者支援資金」に必要な書類 
	融資要件の概要
	主な認定基準
	必要な書類

	ア　自己保有（共同保有）している特許法、実用新案法及び意匠法にかかる技術を利用し新規事業に取り組む場合
	⑴認定対象とする技術は、特許権、実用新案権又は意匠権を受けるもの。
⑵融資を申し込む中小企業者又は当該事業者の代表者が保有する技術。
⑶融資期間中は権利を有していること。
	①　権利保有を証明する書類
②　事業計画書（第１号様式）
③　自己保有している技術の概要書
④　工事、機械器具等の設備投資に係る契約書、　見積書、図面等

	イ　研究開発のために国、県、関係団体が交付する助成金を受けて開発した商品・サービスの販路拡大に取り組む場合
	⑴関係団体とは、公的機関を指す。
⑵認定対象は、補助金を受けた年度の翌年度　まで。
	①　補助金申請時に提出した事業計画書
②　補助金確定通知書
③　事業計画書（第１号様式）

	ウ　本市から製品・技術「優れモノ」認証を受けた者又は長崎市ブランド振興会から長崎市特産推奨品の認定を受けた者が当該商品の販路拡大に取り組む場合
	⑴認定有効期間の終了3か月前から終了までの期間にあっては融資対象者としない。
⑵申請日より概ね3か月以内に新規事業の計画を実行すること。
	1 製品・技術「優れモノ」認証通知書または　　特産推奨品の認定書
②　事業計画書（第１号様式）

	エ　国、県、関係団体から農商工連携に係る支援を受けた者が、商品開発又は販路拡大に取り組む場合
	⑴関係団体とは、公的機関を指す。
⑵支援とは、補助金、合同面談会、説明会など公的機関が実施する施策を指す。
	①　支援を受けたことを証明するもの（面談会、　説明会に出席した証明、補助金確定通知書等）
②　連携に係る契約書
③　事業計画書（第１号様式）

	オ　公的機関の支援によって自社の経営戦略を作成した者が、具体的にビジネスプランに取り組む場合
	⑴修了後1年以内に計画を実行すること。
	①　各セミナーなどの修了証明書
②　各セミナーなどで作成したビジネスプラン
③　事業計画書（第１号様式）

	カ　商店街の活性化に資するため、商店街の空き店舗を利用した開業を行う場合　
	⑴商店街加入承諾により、商店街の活性化に　寄与するものと認められること。
⑵空き店舗期間が3カ月以上続いていること。
	①　商店街の加入承諾書（第２号様式）
②　事業計画書（第１号様式）
③　物件証明書（第４号様式）

	キ　観光客向け宿泊施設、外国人観光客に対応する施設、コンベンション開催に対応する施設、バリアフリー・ユニバーサルデザインに対応する施設の改修事業を行う場合
	－
	①　整備事業計画書（第３号様式）
②　工事、機械器具等の設備投資に係る契約書、　見積書、図面等
③　バリアフリーの改修については建築指導課が発行する適合書


「中小企業いきいき労働環境整備資金」に必要な書類 
	融資対象事由
	個別に必要な書類

	ア　従業員住宅（社宅、独身寮、母子寮）、保健施設（更衣室、浴場、保健所、体育施設、診療所）、給食施設（食堂、厨房）、教養文化施設（集会所、娯楽室、図書室、談話室）、託児所、心身障害者雇用のための施設など、従業員のための環境整備を行う場合
	①　建物改修の場合には、建物の登記簿謄本
②　建物新設の場合には土地を使用する権利を有する証明するもの（登記簿謄本、契約書）
③　施設整備計画書（第１号様式）
④　工事、機械器具等の設備投資に係る契約書、見積書、図面等

	イ　従業員が100人以下の事業者であって、次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し労働局に申請をしたもので、ワークライフバランスを推進している場合
	①　労働局に受理されたことが分かる一般事業主行動計画書（受理印が押印された計画書）
②　従業員数が確認できるもの（決算書、確定申告書、給与台帳など）

	ウ　常時雇用している障害者の割合が全体の3.6％　以上である場合
	①　雇用状況確認表（第２号様式）
②　雇用している障害者の障害者手帳のコピー
③　従業員数が確認できるもの（決算書、確定申告書、給与台帳など）

	エ　ジョブカードの訓練計画の認定を受け、訓練を実施し、正社員の経験が少ない求職者に対する就職支援を積極的に行っている場合
	①　雇用・能力開発機構都道府県センターが発行する訓練実施計画認定書
②　訓練を実施したことが確認できる書類


「中小企業創業資金」について 
次の⑴及び⑵のいずれかの方法により手続きを行ってください。
⑴　長崎商工会議所、東長崎商工会、長崎市北部商工会または長崎南商工会に申し込む
 (
書類の提出を受けた商工会議所または
商工会から「長崎市中小企業創業資金に係る推薦書」が発行された
後
に、
取扱金融機関へ融資の申込みを行ってください。（事前に取扱金融機関へ融資に必要な書類をご確認ください。）
)必要書類
　・長崎市中小企業創業資金に係る推薦願
・事業計画書（長崎県信用保証協会様式の「創業・再挑戦計画書」）
・市税の完納証明書（原本）
⑵　融資取扱金融機関に申し込む
必要書類
　・「創業サポート長崎」を利用し、市が発行した証明書の写し
※事前に融資取扱金融機関へ融資に必要な書類をご確認ください。
※「創業サポート長崎」の利用や内容については、長崎市商業振興課（電話095-829-1150）へご相談ください。
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